
（月額）

（月額）

満3歳未満 満3歳 満4歳以上 満3歳未満 満3歳 満4歳以上

0 0 0 0 0 0

4,000 2,400 2,400 3,900 2,300 2,300

7,300 5,500 5,500 7,100 5,400 5,400

10,600 8,600 8,600 10,400 8,400 8,400

17,200 15,000 13,800 16,900 14,700 13,500

19,200 17,000 15,800 18,800 16,700 15,500

31,800 29,000 27,600 31,200 28,500 27,100

41,000 32,300 28,000 40,300 31,700 27,500

46,000 33,000 28,500 45,200 32,400 28,000

59,400 33,600 29,200 58,300 33,000 28,700

61,400 34,000 30,000 60,300 33,400 29,400
⑪所得割課税額
397,000円以上

　保育認定（2号認定・3号認定）においては、同一世帯から2人以上の児童が保育所等に入所している
場合、年齢の高い順から、第1子、第2子、第3子と位置付けられます。第2子の利用者負担額は第1子
の半額、第3子以降は無料となります。

②市町村民税非課税世
帯

④所得割課税額
48,600円未満

⑥所得割課税額
97,000円未満

⑦所得割課税額
169,000円未満

⑨所得割課税額
301,000円未満

⑩所得割課税額
397,000円未満

③市町村民税均等割の
み

⑤所得割課税額
60,000円未満

⑧所得割課税額
230,000円未満

①生活保護世帯

⑤所得割課税額
211,201円以上

24,900

　教育標準時間認定（1号認定）においては、同一世帯に満3歳から小学3年生までの児童がいる場
合、年齢の高い順から、第1子、第2子、第3子と位置付けられます。第2子の利用者負担額は第1子の
半額、第3子以降は無料となります。

保育認定（2号認定・3号認定）の利用者負担額（案）

階層区分

利用者負担額(円）

保育標準時間 保育短時間

◎満3歳・満4歳以上（2号認定）、満3歳未満（3号認定）

③所得割課税額
77,100円以下

15,300

④所得割課税額
211,200円以下

19,700

①生活保護世帯 0

②市町村民税非課税世
帯（市町村民税所得割
非課税世帯含む）

2,200

葉山町における利用者負担額案（概要）

教育標準時間認定（1号認定）の利用者負担額（案）

階層区分 利用者負担額（円）

◎満3歳以上（1号認定）


